
公 告 

 

鳥取市立病院院内託児所等管理運営業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 

 

令和７年７月１８日  

 

鳥取市病院事業管理者 平野 文弘    

 

 

１ 委託業務名  

鳥取市立病院院内託児所等管理運営業務委託 

 

２ 委託業務の概要  

鳥取市立病院院内託児所及び病後児保育施設の管理運営業務を委託するもの。  

 

３ 施設概要  

（１）院内託児所 

施設種別 認可外保育施設  

所在地  鳥取市的場一丁目１番地  鳥取市立病院敷地内  託児所施設 

（２）病後児保育施設 

施設種別 病後児保育施設 

所在地  鳥取市的場一丁目１番地  鳥取市立病院敷地内  病後児保育施設 

 

４ 委託期間  

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

 

５ 公募型プロポーザルに参加する者に必要な資格 

（１）参加資格条件  

 次に掲げる条件を満たす者であること。 

① 法人等を設立して５年以上経過しており、財政状況、損益状況及び資金状況が良好であること。 

② 鳥取市内に本社又は営業所等を有する法人等であって認可保育施設又は認可外保育施設を管理運営（業務

委託契約による管理運営も含む。）していること、又は鳥取県内において病院内保育施設を管理運営（業

務委託契約による管理運営も含む。）していること。 

③ 病児・病後児保育施設を管理運営（業務委託契約による管理運営も含む。）していること。 

④ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一般競争入札又は指名

競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等について（令和5年10月27日鳥取市告示第593

号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その資格区分が別表に定める「役務」の「その他」に

登録されている者（契約締結時までに資格区分を「役務」の「その他」として競争入札参加資格を取得す

る見込みである者を含む。）であること。 

⑤ 個人情報保護方針の社内規定を設けていること。 

 

（２）参加者の制限  

次のいずれかに該当するものは、参加者になることはできない。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されて

いる者 

② 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等の規定に基づいて、更生又

は再生手続き等を行っている者 

  ③ この公告の日以後契約を締結するまでの間において、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年

4月1日制定）に基づく指名停止措置を受けている期間があること。 

 

 



６ 手続等 

（１）担当課（書類の提出先及び問い合わせ先） 

      担    当：  鳥取市立病院事務局総務課  

      所 在 地：  〒６８０－８５０１  鳥取県鳥取市的場一丁目１番地  

      電    話：  ０８５７－３７－１５２２ 

      FAX    ：  ０８５７－３７－１５５３ 

   e-mail ： hp.tottori@hospital.tottori.tottori.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：  http://hospital.tottori.tottori.jp/ 

 

（２）公募型プロポーザル実施要領等の配付期間及び配付場所 

交付場所： （１）に同じ 

     配付期間： 令和７年７月１８日（金）から令和７年７月３０日（水）まで  

     配付時間： ８時３０分から１７時まで（土日祝日を除く。） 

（鳥取市立病院ホームページにも掲載） 

 

（３）参加表明書、提案書の提出期限、提出場所及び提出方法について 

① 提出期限： 参加表明書 令和７年７月３０日（水）１７時（必着） 

提案書   令和７年８月２５日（月）１７時（必着） 

② 提出場所： （１）に同じ 

③ 提出方法： 持参すること 

 

７ 最も優れた提案を行った者の選定方法及び審査基準 

あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書及びプレゼンテーション内容を「鳥取市

立病院院内託児所等管理運営委託業者選定委員会」において評価し、最も優れた提案を行った者を委託候補者

として選定する。審査結果は、決定後速やかに各提案者に文書で通知する。 

（１）プロポーザルの選定に係る審査基準 

① 業務の実績、実施方針等 

② 運営費用 

③ 業務体制及び人員確保 

④ 安全・事故防止等 

⑤ 保育内容・質の確保 

⑥ その他独自提案 

 

８ その他 

（１）手続において使用する言語、通貨等 

提案に使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法（平成4年法律第51号）、時刻は日本標

準時とする。 

（２）参加表明書及び提案書の作成並びに提出等に要する費用 

提案参加者の負担とする。 

（３）その他 

詳細は、「鳥取市立病院院内託児所等管理運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」において定め

る。 


